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10月9日（金）、宮古市津軽石の駐車帯で宮古警察署の協力の下、特殊車両の取り締まりを
行いました。

特殊車両とは？？
車両の幅、長さ、高さ、重量等の条件について、道路管理者の許可を受けて通行する
必要がある車両のことです。
※詳細・手続きにつきましては、三陸国道事務所 管理課（0193-62-1717）に
お問い合わせください。

特殊車両の指導取締では、

• 特殊車両が許可を受けて通行しているか
• 許可通りの大きさであるか
• 積載重量を越えた状態で走行していないか

等の指導取締を行います。

この日は、国道45号を特殊車両２台が走行しておりましたが、違反車両はありません
でした。

積載重量オーバー等の違反は、道路の路面や構造物などを傷める恐れがあるほか、
重大事故に繋がる要因となります。決められた積載重量等を守り、安全な通行にご協力
お願いします。


